
令 和 ４ 年
９月20日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機
関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
の
案
の
縦
覧
（
自
然
保
護
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報
（
畜
産
振
興
課
）

三

…
…
…
…
…

契
約
の
締
結
（
二
件
）
（
水
産
振
興
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
（
二
件
）
（
監
理
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
公
告

契
約
の
締
結

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
八
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

神
原
苑

宇
部
市
神
原
町

一
丁
目
二
番
二

二
号

神
原
苑
東
新
川

デ
イ
ホ
ー
ム

宇
部
市
東
新
川

町
六
の
一
〇

小
規
模

多
機
能

型
居
宅

介
護

令
和
四
、九
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

神
原
苑

宇
部
市
神
原
町

一
丁
目
二
番
二

二
号

神
原
苑
東
新
川

デ
イ
ホ
ー
ム

宇
部
市
東
新
川

町
六
の
一
〇

介
護
予

防
小
規

模
多
機

能
型
居

宅
介
護

令
和
四
、九
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区

域
及
び
区
分
に
つ
い
て
同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

特
牛
区
域

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

一
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山
口
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
二
十
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

新
南
陽
津
和
野
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

周
南
市
大
字
川
上
字
上
中
村
一
〇
〇
六
二

の
一
地
先
か
ら

同
市

同
大
字
字
福
ら
谷
一
〇
〇
六
六
の

一
地
先
ま
で

旧

最
狭

九
・
六

最
広

一
九
・
六

一
九
七
・
〇

新

最
狭

一
三
・
八

最
広

六
四
・
〇

一
八
二
・
五
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

美
東
秋
芳
西
寺
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

美
祢
市
美
東
町
真
名
字
白
土
二
二
五
九
の

一
地
先
か
ら

同
市
美
東
町
真
名
字
真
名
市
二
三
四
四
の

一
地
先
ま
で

旧

最
狭

一
二
・
八

最
広

二
三
・
八

二
五
二
・
九

新

最
狭

一
二
・
八

最
広

二
四
・
九

二
五
二
・
九

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

湯
ノ
口
美
祢
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

美
祢
市
美
東
町
真
名
字
白
土
二
二
五
九
の

一
地
先
か
ら

同
市
美
東
町
真
名
字
真
名
市
二
三
四
四
の

一
地
先
ま
で

旧

最
狭

一
二
・
八

最
広

二
三
・
八

二
五
二
・
九
県
道
美
東
秋
芳
西

寺
線
の
道
路
の
区

域（
重
用
）

新

最
狭

一
二
・
八

最
広

二
四
・
九

二
五
二
・
九
県
道
美
東
秋
芳
西

寺
線
の
道
路
の
区

域（
重
用
）

山
口
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
二
十
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

新
南
陽
津
和

野
線

周
南
市
大
字
川
上
字
上
中
村
一
〇
〇
六
二
の
一
地
先
か
ら

同
市

同
大
字
字
福
ら
谷
一
〇
〇
六
六
の
一
地
先
ま
で

令
和
四
年
九
月
二
十

一
日

山
口
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

本
村
町
七
丁
目
⑽
の
②
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
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市

名

町

名

地

番

標

柱

番

号

下

関

市

彦
島
本
村
町
七
丁
目

七
九
三
の
四

一
号

〃

〃

五
一
七
三
の
一
二

二
号

〃

〃

七
八
七
の
一

三
号

〃

〃

五
一
七
三
の
一
一

四
号

〃

〃

七
八
九

五
号

〃

〃

五
一
七
五
の
三

六
号

〃

〃

五
一
七
三
の
一

七
号

〃

〃

七
九
二
の
二

八
号

〃

〃

七
九
二
の
二

九
号

〃

〃

七
九
三
の
六

十
号

公

告

（
一
五
六
）
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
の
案
の
縦
覧

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳥
獣
保
護
区
を
指
定
し
た
い
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
指
定
に
係
る
鳥
獣
保
護
区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び
当
該
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関

す
る
指
針
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

鳥
獣
保
護
区
の
名
称

山
口
湾
鳥
獣
保
護
区

二

鳥
獣
保
護
区
の
区
域

山
口
市
秋
穂
二
島
及
び
阿
知
須
の
区
域
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
市
秋
穂
二

島
か
ら
阿
知
須
に
至
る
土
地
の
地
先
公
有
水
面
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
（
面
積

七
〇

六
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

三

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
区
分

集
団
渡
来
地

㈡

指
定
の
目
的

当
該
区
域
は
、
ク
ロ
ツ
ラ
ヘ
ラ
サ
ギ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
鳥
類
が
渡
来
し
て
お
り
、
鳥
類

の
保
護
の
た
め
重
要
な
区
域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
と
し
て
指
定
し
、

当
該
区
域
内
の
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
。

五

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
九
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
月
三
日
ま
で

六

縦
覧
の
場
所

山
口
県
山
口
農
林
水
産
事
務
所

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
山
口
農
林
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

（
一
五
七
）
家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水

産
大
臣
か
ら
次
の
家
畜
に
つ
き
、
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

種
畜
証
明
書

番
号

名

前

品

種

生
年
月
日

産

地
検
査
成
績
飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

三
二
一
〇
四
〇

六
〇
〇
三
八

Ｈ
Ｄ
二
〇
八

そ
の
他
令
和
三
、

二
、

五
宮
城
県
級
外
岩
国
市
錦
町
宇
佐
郷

プ
ラ
イ
フ
ー
ズ
株
式

会
社
山
口
Ａ
Ｉ
セ
ン

タ
ー

三
二
一
〇
四
〇

六
〇
〇
四
六

Ｈ
Ｄ
二
一
六

〃

〃
〃

二
五
〃

〃

〃〃

三
二
一
〇
四
〇

六
〇
〇
五
六

Ｈ
Ｄ
二
二
六

〃

〃
三
、
一
四
〃

〃

〃〃

三
二
一
〇
四
〇

六
〇
〇
五
七

Ｈ
Ｄ
二
二
七

〃

〃
〃

一
九
〃

〃

〃〃

三
二
一
〇
四
〇

六
〇
〇
六
一

Ｈ
Ｄ
二
三
一

〃

〃
〃

一
〇
〃

〃

〃〃 二
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（
一
五
八
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

漁
業
取
締
船
せ
き
し
ょ
う
の
中
間
検
査
業
務
（
機
関
部
）

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
七
月
十
三
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

富
永
物
産
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
三
丁
目
六
番
二
号

六

落
札
金
額

千
八
百
三
十
七
万
円

七

入
札
公
告
日

令
和
四
年
六
月
三
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入
等

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

（
一
五
九
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

漁
業
取
締
船
せ
き
し
ょ
う
の
中
間
検
査
業
務
（
船
体
部
）

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ン
セ
イ
株
式
会
社

大
阪
市
淀
川
区
西
宮
原
一
丁
目
六
番
二
号

六

契
約
金
額

三
千
百
五
十
九
万
二
千
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に

該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

（
一
六
〇
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま

し
た
。令

和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二

作
業
の
地
域

山
口
市
及
び
美
祢
市

三

作
業
の
期
間

令
和
四
年
九
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四
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（
一
六
一
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩
国
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二

作
業
の
地
域

岩
国
市

三

作
業
の
期
間

令
和
四
年
九
月
二
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

公
安
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

運
転
免
許
証
両
面
プ
リ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
八
月
二
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
三
番
一
七
号

六

落
札
金
額

二
千
九
百
七
十
万
円

七

入
札
公
告
日

令
和
四
年
六
月
十
四
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

借
入
れ

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

四
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令
和
四
年
九
月
二
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
九
月
二
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


